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No. 社報タイトル「不屈」は社内で

掲げる２０２２年の標語です。 

 

● ９月１２日  

１. ８月分源泉所得税･住民税の特別徴収税額の納付 

 

● ９月３０日 

２. ７月決算法人の確定申告〈法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税 

・(法人事業所税)・法人住民税〉 

３. １月,４月,７月,１０月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告

〈消費税及び地方消費税〉 

４. 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地方消費税〉 

５. １月決算法人の中間申告〈法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税 

・法人住民税〉(半期分) 

６. 消費税の年税額が４００万円超の１月, ４月, １０月決算法人の３月ごとの中間申告

〈消費税及び地方消費税〉 

７. 消費税の年税額が４,８００万円超の６月,７月決算法人を除く法人･個人事業者の

１月ごとの中間申告(５月決算法人は２か月分)〈消費税及び地方消費税〉 

                     

 

 

 

 

デスクマット等に挟んでご利用ください。 



 

 

 

 

（改正の背景） 

これまで所得税及び法人税の税務調査において、納税者が簿外経費を主張する

場合、税務職員は真実の所得を把握するための税務当局の執行コストが多大で

あったり、行政制裁等を適用する際の困難が伴うことがありました。 

 

（制度内容） 

帳簿書類等から明らかにされない場合及び保存する帳簿書類等の反面調査等

により、その取引が確認できない場合は必要経費不算入・損金不算入となります。 

 

（適用時期） 

・個人の場合は令和５年分以後の所得税から 

・法人の場合は令和５年１月１日以後に開始する事業年度から 

 

詳細やご不明な点については、お気軽に担当者までご連絡下さい。 

菅野 陽子 
身近なところからＳＤＧｓ          

 

   最近よく耳にする『ＳＤＧｓ』 

難しく考えずに職場でも個人でも、出来ることからチャレンジしてみるのはど

うでしょう？ 

 

【職場での工夫】17:ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで目標を達成しよう 

・育児中や介護を担っている人でも働きやすいよう、お互いを支え合いながら働

ける環境をつくる。 

・年齢、役職に関係なく意見を出しやすい職場の雰囲気つくりや制度を作る。 

・残業 0を目指し定時に帰る。 

・紙の印刷をなるべく控え、印刷する際は環境にやさしいインクや用紙にする。 

・使わなくなった用紙は、極力シュレッターしリサイクルする。 

・男性だから～ 女性だから～ といった言い方や考え方をなくす。 

税務調査に関する改正 

 ～証拠書類のない簿外経費への必要経費・損金不算入～ 

 


